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連結株主資本等変動計算書 （2020年４月１日から2021年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,925 358 11,274 △172 13,385

当期変動額

剰余金の配当 △404 △404

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,801 1,801

自己株式の取得 △0 △0

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

443 443

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当期変動額合計 － 443 1,397 △0 1,840

当期末残高 1,925 801 12,672 △173 15,226

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 405 103 △372 136 774 14,295

当期変動額

剰余金の配当 － △404

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ 1,801

自己株式の取得 － △0

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

－ 443

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

111 29 208 349 △386 △37

当期変動額合計 111 29 208 349 △386 1,802

当期末残高 516 132 △163 485 387 16,098
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 ５社

（2）主要な連結子会社の名称

東特(浙江)有限公司

PT.TOTOKU INDONESIA

株式会社トクデンプロセル

TTI LAGUNA PHILIPPINES INC.

（3）主要な非連結子会社の名称

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社の数 １社

（2）主要な持分法適用会社の名称

東特巻線株式会社

（3）主要な持分法非適用の関連会社の名称

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社のうち、東特(浙江)有限公司、PT. TOTOKU INDONESIA及びTTI LAGUNA PHILIPPINES INC.の決算日は12月31日であ

ります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの　　総平均法による原価法

デリバティブ

時価法
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②たな卸資産

主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社は定額法

金型は残存価額をゼロとする定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　７～38年

機械装置及び運搬具　５～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５年）による定額法

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②業績連動報酬引当金

監査等委員でない取締役（社外取締役、非業務執行取締役を除く）および執行役員に対して支給する金銭の給付に備える

ため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

③役員退職慰労引当金

国内連結子会社の一部は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額の全額を計上し

ております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

当社は退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

②小規模企業等における簡便法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しております。

③数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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（5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金の利息

③ヘッジ方針

金利スワップ取引は、借入金の範囲内で行うことにしており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であり

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理により、有効性の評価を省略しております。

（6）その他の連結計算書類作成のための重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計

算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

連結計算書類の作成において、資産、負債、収益及び費用の報告額は経営者による会計上の見積りにより影響されます。見積

りの算定の基礎となる仮定は、過去の経験及び入手可能な情報を収集し、報告期間の末日現在において合理的であると考えられ

る様々な要因等を勘案した経営者による最善の判断に基づいております。

連結計算書類に重要な影響を与える会計方針を適用する過程で経営者が行った判断に関する情報は、次のとおりであります。

繰延税金資産の回収可能性

（1）連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　775百万円

（2）見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

金額の算出方法

当社グループは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上しております。当連結会計

年度末においては、提出会社が過去の事業年度において課税所得がマイナスとなったことから、その対象となる繰越期間(９

年)が未だ到達していない重要な税務上の欠損金（1,857百万円）を有しております。過去（３年）において、重要な税務上

の欠損金の繰越期限切れとなった事実がありますが、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期計画、過去における中長

期計画の達成状況、過去（３年）及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の合理的な見積可能期

間以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングを行い、回

収が見込まれる金額を繰延税金資産として計上しております。
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主要な仮定

回収が見込まれる金額の算定において、将来の課税所得の見積額及び一時差異等のスケジューリングについては、以下の

仮定に基づいております。

当社グループは、重要な繰越欠損金を有しているものの、過去の中期計画の達成状況や、今後の事業計画数値を検証した

結果、将来３年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、一時差異等のスケジューリングを行い、繰延税金資

産の回収可能性を判断しております。

将来の課税所得の見積額は事業計画数値に基づき算定しております。そして、当社グループは、グループ各社が過去にお

ける事業計画に対する実績の達成状況を評価したうえで、事業計画を策定しております。また、当社グループが直面する市

場は、5Gインフラ、車載、電源トランス、基盤・半導体検査装置市場等、幅広く、多岐にわたります。そのため、それぞれ

の製品品目毎に当社グループの基本戦略によりターゲット市場を定め、その市況を分析しております。そのうえで、製品品

目毎に供給先となる市場の成長率、市場価格、経済情勢等の仮定を置き、製品の供給先に対する受注予測等を踏まえ、売上

及び損益の見込みを作成しております。

さらにグループとしての相乗効果や製品品目間の整合性を慎重に検討したうえで、実現可能性のある事業計画として策定

されており、取締役会で承認されております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響について、当社グループでは、製品品目によって状況は異なるものの、当連結会

計年度の下期より新型コロナウイルス感染症影響前と同等の状況に急速に回復しており、その影響はこれ以上大きくならな

いと仮定しております。その他、銅価格の高騰などのリスクが挙げられますが、事業計画策定の際には、これらの想定され

るリスクや、将来の改善活動による生産性の改善や原価低減の効果等、入手可能な情報をできる限り織り込んでおり、将来

の課税所得の見積額の基となった事業計画は信頼性を有するに至るものと判断しております。

しかし一方で、新型コロナウイルス感染症のもたらす影響や終息時期に関しては、いまだ不透明で予測することが困難で

あるため、繰延税金資産の回収可能性の判断に用いた将来の課税所得の見積額は、5G関連市場の拡大の動向や自動車市場の

回復の状況等、経済情勢に生じる不確実性を考慮しております。

翌連結会計年度への影響

当該仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の状況や、市場が当社グループの想定する範囲を超える変化をす

ることにより、見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において、回収が見込まれない繰延税金資産を取り崩す可能性

があります。

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(根)抵当権を設定している資産

建物及び構築物 563百万円

土地 135百万円

計 698百万円

上記に係る債務の内容

短期借入金 127百万円

１年内返済予定の長期借入金 29百万円

長期借入金 158百万円

計 315百万円
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２．有形固定資産の減価償却累計額 15,774百万円

３．受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 4百万円

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,808,788株

２．剰余金の配当に関する事項

（1）配当金支払額等

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 202百万円 30円 2020年３月31日 2020年６月26日

2020年10月30日

取締役会
普通株式 202百万円 30円 2020年９月30日 2020年12月８日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 202百万円 30円 2021年３月31日 2021年６月28日

Ⅵ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、銀行借入による方針であ

ります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの

与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制

としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、

定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リ

スクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段とし

て利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判

定をもって有効性の評価を省略しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従

って行っており、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行

っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が資金繰計画を作成するなど

の方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ

ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

（単位：百万円）

連結貸借対照表

計上額（*）
時価（*） 差額

（1）現金及び預金 9,843 9,843 －

（2）受取手形及び売掛金 4,100 4,100 －

（3）未収入金 223 223 －

（4）投資有価証券 1,206 1,206 －

（5）支払手形及び買掛金 (2,496) (2,496) －

（6）短期借入金 (1,135) (1,135) －

（7）長期借入金 (1,168) (1,169) 1

（8）デリバティブ取引 (△0) (△0) －

（*）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

※１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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（4）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

投資有価証券のうち、その他有価証券に関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

種類 取得原価
連結貸借対照表

計上額
差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えているもの 株式 235 1,175 940

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 34 30 △4

合計 270 1,206 936

（5）支払手形及び買掛金、（6）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（7）長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体

として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する

方法によっております。

（8）デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契

約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

通貨関連 （単位：百万円）

区分 取引の種類 契約額等
契約額等の

うち１年超
時価 評価損益

市場取引以外の取引
為替予約取引（買建）

196 － △0 △0
日本円

※時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。

②ヘッジ会計が適用されているもの

期末残高がないため、当該事項はありません。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 232

非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが

極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証券」には含めておりません。

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 9,843 － － －

受取手形及び売掛金 4,100 － － －

未収入金 223 － － －

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 2,334円03銭

１株当たり当期純利益 267円68銭

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅸ．その他の注記

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書 （2020年４月１日から2021年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,925,000 163,103 8,400,336 8,563,439 △168,382 10,320,057

当期変動額

剰余金の配当 △404,174 △404,174 △404,174

利益準備金の積立 40,417 △40,417 － －

当期純利益 1,295,229 1,295,229 1,295,229

自己株式の取得 △180 △180

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 40,417 850,637 891,055 △180 890,874

当期末残高 1,925,000 203,521 9,250,973 9,454,494 △168,562 11,210,932

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 299,679 299,679 10,619,737

当期変動額

剰余金の配当 △404,174

利益準備金の積立 －

当期純利益 1,295,229

自己株式の取得 △180

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△92,164 △92,164 △92,164

当期変動額合計 △92,164 △92,164 798,710

当期末残高 207,515 207,515 11,418,447
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

（2）その他有価証券

時価のあるもの　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの　　総平均法による原価法

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

（1）製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

金型は残存価額をゼロとする定額法

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５年）による定額法

（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

５．重要な引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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（2）業績連動報酬引当金

監査等委員でない取締役（社外取締役、非業務執行取締役を除く）および執行役員に対して支給する金銭の給付に備える

ため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。

なお、過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。また、未認識過去勤務費用及び数理計算上の差異の貸借対

照表における取扱いが連結計算書類とは異なります。

６．ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によっております。

７．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類

から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

計算書類の作成において、資産、負債、収益及び費用の報告額は経営者による会計上の見積りにより影響されます。見積りの

算定の基礎となる仮定は、過去の経験及び入手可能な情報を収集し、報告期間の末日現在において合理的であると考えられる

様々な要因等を勘案した経営者による最善の判断に基づいております。

計算書類に重要な影響を与える会計方針を適用する過程で経営者が行った判断に関する情報は、次のとおりであります。

繰延税金資産の回収可能性

（1）計算書類に計上した金額

繰延税金資産　849,002千円

（2）見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当該事項については連結注記表のⅢと同一となります。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 11,175,752千円

２．保証債務

関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

（1）保証総額

PT.TOTOKU INDONESIA （ 2,600千ＵＳ＄） 287,872千円

東特(浙江)有限公司 （ 2,000千ＵＳ＄） 221,440千円

TTI LAGUNA PHILIPPINES INC. （ 5,000千ＵＳ＄） 553,600千円

1,062,912千円

（2）うち当社負担分

PT.TOTOKU INDONESIA （ 2,600千ＵＳ＄） 287,872千円

東特(浙江)有限公司 （ 1,565千ＵＳ＄） 173,339千円

TTI LAGUNA PHILIPPINES INC. （ 4,500千ＵＳ＄） 498,240千円

959,451千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 441,271千円

短期金銭債務 610,581千円

Ⅴ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 416,687千円

仕入高 1,178,607千円

営業取引以外の取引高 209,854千円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 72,611株
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Ⅶ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 562,115千円

退職給付引当金 576,647千円

減損損失 155,010千円

関係会社株式評価損 145,675千円

未払賞与 83,448千円

固定資産償却限度超過額 5,882千円

ゴルフ会員権評価損 4,218千円

未払事業税 13,729千円

その他 28,123千円

繰延税金資産小計 1,574,852千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △327,923千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △307,971千円

評価性引当額小計 △635,894千円

繰延税金資産合計 938,958千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △89,955千円

繰延税金負債合計 △89,955千円

繰延税金資産の純額 849,002千円
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Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等

種類 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社 古河電気工業(株)
被所有

直接57.3％

製品の販売

原材料の支給等

原材料等の購入

グループ保険加入

役員の兼任

製品の販売 155,004 売掛金 25,372

原材料の支給等 11,103 未収入金 1,299

原材料等の購入 819,194 買掛金 431,191

取引条件及び取引条件の決定方針等

（1）価格その他の取引条件は、市場実勢等を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

（2）当社製品の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない当事者と同様の条件によっております。

２．子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社 (株)トクデンプロセル
所有

直接92.2％

製品の販売

役員の兼任
製品の販売 122,881 売掛金 57,223

子会社 東特(浙江)有限公司
所有

直接100％

製品の販売

製品等の購入

債務保証

役員の兼任

製品の販売 123,445 売掛金 22,038

配当金の受取 205,613 未収入金 198,590

製品等の購入 58,136 買掛金 5,312

銀行借入に対する債務保証 173,339 － －

子会社
PT.TOTOKU

INDONESIA

所有

直接100％

資金の援助

債務保証

役員の兼任

資金の貸付及び回収 128,750 短期貸付金 128,750

銀行借入に対する債務保証 287,872 － －

子会社
TTI LAGUNA

PHILIPPINES INC.

所有

直接87.7％

間接12.3％

債務保証

役員の兼任
銀行借入に対する債務保証 498,240 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（1）価格その他の取引条件は、市場実勢等を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

（2）当社製品の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない当事者と同様の条件によっております。

（3）資金の貸付条件については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

（4）債務保証については、金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。債務保証に係る保証料等は受領しておりませ

ん。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,695円09銭

１株当たり当期純利益 192円28銭

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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Ⅺ．その他の注記

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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